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第５条 定義 

(4) 「インストールPC識別用情報」とは、第5条エラー! 参照元が見つかりませ

ん。に定めるエージェントを識別するための情報をいいます。インストールPC識

別情報は、契約者が申し込み時に指定したPC一台ごとに、全角半角問わず15文字

以内で付与できるものとします。 

(5) 「ログイン招待メール」とは、契約者が申込時に指定した電子メールアド

レス宛に送付される、エラー! 参照元が見つかりません。エラー! 参照元が見

つかりません。エラー! 参照元が見つかりません。に定める… 

第５条 定義 

(4)「インストール PC識別用情報」とは、第 5条(8)に定めるエージェントを

識別するための情報をいいます。インストール PC識別情報は、契約者が申し

込み時に指定した PC 一台ごとに、全角半角問わず 15 文字以内で付与できる

ものとします。 

(5)「ログイン招待メール」とは、契約者が申込時に指定した電子メールアド

レス宛に送付される、第 6章第 6章第 24条に定めるダッシュボードに初回ロ

グインする際に必要なログインインビテーションおよび、ログインインビテー

ションの有効期限を記した電子メールをいいます。 
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